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その他留意事項について

☑ １ 移行支援計画について（障害児入所施設）

☑ ２ 送迎業務の効率化について（留意事項）

（留意点加算対象は障害福祉サービス事業者）

☑ ３ その他お知らせ事項

令和６年度（２０２４年度）指定障害福祉サービス事業者等集団指導

令和７年（２０２５年）３月１４日（金曜）



１ 移行支援計画について（障害児入所施設）
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障害児入所施設における移行支援計画の作成に係る適正な実施について

障がい児入所施設

〇令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、運営基準にこれまでの個別支援
計画の作成に加えて、１５歳に達した障がい児に対して、将来、地域や障害者施設等適
切な移行先に移行できるよう移行支援計画の作成が規定された。

〇また、１５歳に達していない障がい児に対しても、家庭に戻ることや里親に委託される
等、退所が決定される場合は、切れ目ない支援を継続する観点から移行支援計画を作
成することが望ましいとされた。
※有期目的での短期間入所の場合は、個別支援計画に退所に向けた支援内容を盛り
込むことにより移行支援計画に代えることができる。



障害児入所施設の移行支援計画について
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１ 移行支援計画策定手順 ※原則、個別支援計画の作成手順に沿った体系



障害児入所施設の移行支援計画について
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２ 移行支援計画記載項目



移行支援計画について（障害児入所施設）
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３ 移行支援計画の記載例
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３ 移行支援計画の記載例（前ページに続く）
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３ 移行支援計画の記載例（前ページに続く）
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３ 移行支援計画の記載例（前ページに続く）



障害児入所施設の移行支援計画について
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３ 移行支援計画関係 加算



障害児入所施設の移行支援計画について
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４ 概 要



障害児入所施設の移行支援計画について
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４ 概 要



２ 送迎業務の効率化（留意事項）
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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について

令和６年１０月１１日障障発１０１１第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 通知

送迎加算

✔留意点
本通知は障害福祉サービス事業所を想定しているものであり、現段階では
指定障害児通所支援事業所の送迎加算は対象外です。
〇本通知の主な趣旨
交通分野と介護保険・障害福祉分野の関係者が連携・協働し、地域交通の維持・確保、及び利便性・生産性・持続可能性の高い地
域交通への再構築を図る。

１ 運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱いを可とすること。（送迎加算対象）
２ 運営主体が異なる複数の介護サービス事業所等が共同で、それぞれの送迎業務を一括して交通事業
者へ委託する取り扱いを可とする。（送迎加算対象）

３ その他
・介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い

・介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い他

対象は障害福祉サービス事業所



２ 送迎業務の効率化（留意事項）
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１ 運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱いを可とすること。（送迎加算対象）

要件

①必要な雇用契約又は委託契約を結んだ上で、事業所間で、同乗にかかる条件（費用負担や責任の所在等）を協議
した上で決定していること。

②送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ各事業所の通常の事業実施範囲内であること。

２ 運営主体が異なる複数の介護サービス事業所等が共同で、それぞれの送迎業務を一括して交通事業者へ委託す
る取り扱いを可とする。 （送迎加算対象）

①事業所間で、同乗にかかる条件（費用負担や責任の所在等）を協議した上で決定していること。
②送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ、各事業所の通常の事業実施範囲内であること。

対象は障害福祉サービス事業所



２ 送迎業務の効率化（留意事項）
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参考（令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆ＡVOL.６） 対象は障害福祉サービス事業所



３ その他 お知らせ事項（１）
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１ 概 要
障害福祉サービス等は、障がい者又は障がい児、その家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、大規模な
災害や、新型感染症等の制限下であっても、継続的なサービスの提供が求められています。

こうした観点から、上記のような事態が生じた場合でも、最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員の
確保や、医療水、マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働用の燃料などの確保策をさだめる「業務継続計
画」（BCP）を策定することが有効なことから、当該計画等の策定、研修、訓練の実施等が義務付けられました。

２ 業務継続計画の策定

感染症に係る業務継続計画 災害に係る業務継続計画

①平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向け
た取組の実施、装備品の確保等）

①平時からの備え（建物・設備の安全対策、電気・水道等
のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）

②初動対応 ②緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応対策等）

③感染症拡大防止の体制確立（保健所との連携、濃厚
接触者への対応、関係者との情報共有）

③他施設及び地域との連携

業務継続計画の作成

業務継続計画の作成（災害・感染症）がされていない。または、必要な研修や訓練の実
施がされていない。



業務継続計画の策定等について
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３ 業務継続計画の周知及び定期的な研修・訓練の実施

※業務継続計画の策定については厚生労働省ＨＰにおいて、業務継続計画の作成を支援するための研修動画及び
ガイドライン等が紹介されています。自然災害編と新型コロナウイルス感染症編に分かれて掲載されています。以下
のＷＡＭＮＥＴのホームページをご覧ください。

項 目 障害者支援施設・障害児入所施設 通所・訪問系サービス

研修 年２回以上及び職員の新規採用時 年１回以上及び職員の新規採用時

訓練 年２回以上及び職員の新規採用時 年１回以上及び職員の新規採用時

・研修において、業務継続計画の具体的内容や対応方法を職員に共有すること

・訓練において、事業所内の役割分担の確認や、感染症や災害の発生時に実践する支援の演習等を実施すること。
（机上の訓練でも可）
・全従業者に対して実施すること。
・定期的に実施すること。
・研修・訓練の実施記録を整備すること。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/dprevent/dprevent007.html
参考：URL



業務継続計画の策定等について
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４ 防災計画と業務継続計画（災害）の違い



業務継続計画の策定等について
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５ 感染対策マニュアルと業務継続計画（感染症）の違い



３ その他 お知らせ事項（２）
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１ 概 要

障害福祉サービス事業所等では令和３年度報酬改定に伴う基準省令の改正により、感染症及び食中毒の予防及び
まん延の防止に関する取組みが義務化されました。

２ 感染症対策指針の位置づけ

感染症対策

感染症対策に係る指針の作成、定期的な委員会の開催、研修・訓練が行われていない。



感染症対策について
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３ 感染症対策委員会の定期的な開催

・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置、定期的に開催
すること。（感染症流行時期等を考慮して、必要に応じて随時開催すること。
・結果を全従業者に周知すること。
・構成員の責務及び役割分担を明確にし、専任の感染症対策担当者を決めておくこと。
・委員会、研修、訓練等に関する記録を整備すること。

４ 指針の整備

・感染症及び食中毒の予防まん延防止のための指針を整備すること。
・平常時の対策と発生時の対応を規定すること。
・平時の対策としては、衛生管理（環境の整備等）、支援に係る感染対策（手洗い、標準的な予防策）等

・発生時の対策としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課と
の連携、行政への報告等

※指針の整備等に係る詳細は厚生労働省ＨＰ「感染症対策指針作成の手引き等について」を参照ください。

参考：URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html



感染症対策について
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５ 定期的な研修・訓練の実施

・研修は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発及び事業所の指針の周知徹底を目的とする。

・訓練においては、感染症の発生時に迅速に行動できるよう、事業所内の役割分担を確認し、演習等を実施する。実
施手法は、机上と実地を組み合わせながら実施することが望ましい。
・全従業者に対して実施すること。
調理や清掃業務を委託している場合は、委託を受けている者に対しても事業所の指針を周知すること。
・定期的に実施し、新規採用職員にも実施すること。
・研修、訓練の実施記録を作成すること。

項 目 入所・通所系サービス 訪問系サービス

委員会 おおむね３月に１回以上 おおむね６月に１回以上

研修 年２回以上及び職員の新規採用時 年１回以上及び職員の新規採用時

訓練 年２回以上及び職員の新規採用時 年１回以上及び職員の新規採用時


